
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
国
体
の
自
律
性

泉

洋

一

(
甲
南
大
学
)

宗
教
間
体
は
、
そ
の
組
織
お
よ
び
遥
営
に
つ
き
世
俗
法
の
規
制
に
搬
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
宗
教
独
自
の
内
部
法
を
定
め
る
。
こ
う

77 

し
た
内
部
法
に
よ
る
宗
教
問
体
の
'
回
律
性
を
園
内
朱
が
桔
特
設
す
べ
き
こ
と
は
、
憲
法
が
定
め
る
信
教
の
自
由
の
保
慾
に
照
ら
し
て
当
然
の

フランスにおける銃数回俸の自律絞{小泉)

こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
団
体
に
よ
る
自
律
と
宗
教
関
体
に
対
す
る
世
俗
法
に
よ
る
規
制
(
他
律
)
と
の
関
で
緊
張
関

係
が
あ
る
こ
と
は
百
定
で
き
な
い
。
強
す
ぎ
る
他
律
が
宗
教
岡
山
体
の
自
律
性
を
否
ん
必
ず
る
よ
う
な
場
合
は
論
外
と
し
て
も
、
宗
教
自
体

の
自
律
が
健
全
か
つ
十
分
で
あ
れ
ば
、
宗
教
関
体
へ
の
他
律
の
必
要
性
が
弱
ま
り
、
逆
に
自
律
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
他
律
の
強
化
が

正
当
化
さ
れ
う
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
宗
教
毘
体
の
自
律
の
う
ち
、
世
俗
法
に
よ
る
規
制
が
及
ぶ
宗
教
間
体
の
世
俗
的
組
織
〈
宗
教
法
人
〉
に
関
す

る
内
部
法
に
限
定
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
団
休
の
自
律
性
の
状
況
を
蒐
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
以

ま
ず
フ
ラ
ン
ス

訟
が
い
か
に
宗
教
関
体
の
自
律
性
を
保
障
し
て
い
る
か
を
述
べ
る
(
二
。
次
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

般
的
な
宗
教
法
人
の
形
態

で
あ
る
「
宗
教
社
団
」
の
判
的
疫
を
概
観
し
た
上
で
(

て
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
宗
教
の
教
団
が
、
そ
の
各
宗
教
社
団
の
組
織
'



然教法葬U8号(1宮告の

運
営
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
自
律
的
規
制
を
行
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
(
一
一
二
。
最
後
に
、
こ
う
し
た
自
律
的
規
制
と
宗
教

社
自
に
慨
す
る
法
的
規
制
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
(
附
コ

宗
教
団
体
の
自
律
性
の
保
障

フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
は
、

の
定
め
る
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
ま
た
は
宗
教
的
自
由
の
保
障
か
ら
、
宗
教
詔
体
の
自
律
性
の
保
脇
陣
を

導
く
。
州
内
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
法
学
者
ル
イ
・
ド
・
ノ

i
u
ワ

pcc仲
間
(
凶
器
宮
内
認
さ
い
印
)
は
、
ラ
イ
シ
テ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

ラ
イ
シ
テ
の
判
的
肢
は
、
「
教
会
法
秩
序
が
誼
家
の
公
の
秩
序
に
子
渉
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
関
家
法
が
教
会
法
の
自
由
な
展
開
を
修
ま

と
。
憲
法

78-

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
、

国
家
が
宗
教
的
営
み
の
領
域
に
介
入
し
な
い
こ
と
で
あ
る

ヤ
ツ
ク
・
ロ
ベ
ー
ル
(
訟
の
を

g
m
c
gユ
)
は
「
教
会
の
法
的
自
律
性
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
告
示
教
的
自
由
は
、

教
会
に
と
っ
て
、
教
会
が
最
良
と
判
断
す
る
方
針
お
よ
び
法
に
従
っ
て
綴
織
す
る
自
前
を
含
む
勺
ま
た
、
日
…
小
教
的
自
由
は
、
と
り
わ

{2) 

け
教
会
が
、
普
通
笑
走
法
と
は
異
な
る
教
会
の
間
有
の
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
続
け
る
を
前
提
と
す
る
」
ど
。

宗
教
自
体
の
自
律
性
の
内
容
と
し
て
、
学
説
は
、
①
教
会
の
組
織
の
自
律
権
の
み
な
ら
ヂ
、
②
宗
教
上
の
紛
争
に
対
す
る
一
司
法
機
の

不
介
入
を
挙
げ
る
。
岱
は
、

ロ
ベ

i
ル
に
よ
る
蔀
述
の
説
明
を
見
て
も
う
か
が
え
る
が
、
ノ

l
ロ
ワ
も
、
そ
れ
に
関
し
ラ
イ
シ
テ
お
よ

び
宗
教
的
告
白
の
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
教
会
は
患
い
の
ま
ま
に
自
ら
の
選
択
す
る
組
織
を
と
り
、
自
ら
の
都
合
に
あ
っ

〈

3
)

た
自
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
舎
に
つ
き
、
ロ
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
す
べ
て
の
宗
教
組
織
は
、
霊
的
詩
的
を
追

求
し
、
そ
の
教
え
を
標
携
す
る
す
べ
て
の
男
女
を
そ
の
日
約
へ
方
向
づ
け
る
。
ぞ
れ
を
構
成
す
る
共
民
体
の
構
成
員
は
白
鴎
に
そ
れ
に

参
加
す
る
。
彼
ら
は
組
織
の
願
望
を
共
有
し
、
あ
ら
か
と
め
そ
の
規
律
の
内
部
規
制
に
削
減
し
、
普
通
爽
定
法
を
援
用
す
る
こ
と
を
放
棄



す
る
。
裁
判
官
は
、
こ
の
個
人
的
な
参
加
を
法
的
に
確
認
し
、
各
人
の
深
い

(4) 

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」
と
。

組
織
に
対
す
る
い
か
な
る
統
制
も
控
え

判
例
に
は
こ
の
よ
う
な
学
説
に
沿
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
教
義
上
の
開
題
、
宗
教
教
締
の
任
命
、
能
免
、
信
者
の
処
遇
、

そ
の
也
宗
教
規
範
の
解
釈
に
隠
わ
る
紛
争
に
、
監
の
裁
判
所
が
・
介
入
し
な
い
と
す
る
判
例
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
代
表
的
判
例
と
し
て
、

一
九
七
七
年
七
月
一
三
日
パ
リ
控
訴
院
判
決
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
第
二
ヴ
ア
チ
カ
ン
公
会
議
の
後
改
箪
さ
れ
た
カ

ト
リ
ッ
ク
の
典
礼
か
、
そ
れ
以
前
の
典
礼
の
い
ず
れ
が
正
統
か
が
争
わ
れ
た
事
件
の
判
決
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
「
教
会
と
国
家
の
分

離
の
た
め
、
司
法
機
関
は
宗
教
領
域
に
お
い
て
い
か
な
る
統
制
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
、
訟
判
所
が
新
し
い
典
礼
が

異
端
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

。

宗
教
社
罰
の
獣
疫
の
概
歓
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フランスにおける宗教E語体のお徐性(1)、泉)

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
法
(
九

O
五
年
法
)
が
宗
教
団
体
の

(6) 

(霊的
2
5
Z
3
2日

付

5
ロ
主
で
あ
る
。

般
的
な
法
的
枠
組
み
と
し
て
定
め
て
い
る
の
が
、
「
宗
教
社
出
」

宗
教
社
団
は
築
本
部
に
は
非
営
利
社
訪
で
あ
る
。
事
実
、
政
教
分
離
法
は
、
宗
教
社
屈
に
つ
き
非
営
利
社
屈
の

般
法
で
あ
る
結
社

法
(
一
九

O

年
十
法
〉
の
援
定
の
適
用
を
認
め
る
(
政
教
分
離
法

八
条
)
。
そ
の
結
来
、
宗
教
社
関
の
設
立
は
県
庁
へ
の
届
出
の
み
で

足
り
る
。
し
か
も
詰
出
時
に
は
宗
教
社
聞
に
対
す
る
審
交
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
宗
教
社
聞
が
後
述
の
法
規
制
を
遵
守
し
て
い
な
く
て

も
、
ぞ
れ
は
法
人
絡
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
京
教
社
団
の
設
立
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
の
銭
面
、
行
政
庁
の
認
可
を
得

な
い
か
ぎ
り
そ
の
法
律
上
の
能
力
に
は
、
結
社
法
に
霧
づ
く
非
常
利
社
団
と
問
様
に
、
無
償
贈
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
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判
的
阪
が
あ
る
。

政
教
分
離
法
お
よ
び
そ
の
施
行
令
(
デ
ク
レ
)
が
宗
教
社
器
の
日
的
、
組
織
、
運
営
等
に
関
し
て
特
別
の
規
制
を
設
け
る
。
そ
の
自

的
は
、
「
あ
る
宗
教
の
経
費
、
維
持
お
よ
び
公
的
礼
梓
に
必
婆
な
も
の
を
供
す
る
」
こ
と
で
あ
り
(
同
条
)
、
し
か
も
「
導
ら
宗
教
の
札

持
を
行
う
こ
と
だ
け
を
目
的
に
す
る
」
(
同

九
条

項
)
と
い
う
よ
う
に
狭
く
限
定
さ
れ
る
。
組
織
に
つ
い
て
は
、
宗
教
社
閣
の
活
動

ぽ
一
域
に
応
じ
た
最
抵
会
員
数
の
制
課
が
あ
る
(
倒
的
え
ば
人
口
二
万
人
の
市
で
は
一

五
名
〉
。
運
営
に
つ
い
て
は
、
命
財
産
管
理
行
為
に

つ
い
て
の
年
一
屈
の
総
会
に
よ
る
敢
認
、
母
会
計
欝
類
の
作
成
、
鏡
、
え
お
き
、
と
く
に
決
算
委
に
つ
い
て
は
行
政
庁
の
要
求
す
る
場
合

に
は
提
出
、
と
い
う
規
制
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
政
教
分
離
訟
は
宗
教
社
団
に
対
し
総
会
を
鐙
く
こ
と
を
義
務
づ
け
る
が
、
総

会
の
組
織
・
運
営
方
法
に
つ
い
て
法
令
の
規
定
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
宗
教
剖
体
の
自
律
に
委
ね
ら
れ
る
。

宗
教
社
関
は
、
行
政
庁
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
上
で
、

-80-

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
公
益
社
団
法
人

(Emoo-m

ヨ
ゲ
広
告
乏
の
み
に
認
め
ら
れ
る
財
産
の
無
積
取
得
(
贈
与
・
遺
贈
の
受
領
)
を
行
う
こ
と
が
で
き
(
同
条
問
項
て
し
か
も
公
益
社
盟
法

人
と
同
様
の
説
制
上
の
俊
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
認
可
の
際
に
は
持
政
庁
が
宗
教
社
同
協
を
審
査
す
る
。
こ
の
柳
容

の
結
来
、
法
令
を
滋
守
し
な
い
窃
体
、
ま
た
は
公
の
秩
序
を
害
す
る
団
体
は
、
宗
教
社
聞
と
し
て
届
け
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
宗
教
社
毘
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

教
聞
は
各
地
の
宗
教
社
閉
そ
芭
括
す
る
逮
合
体

2
三
自
〉
を
設
立
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
(
純
二

O
条
)
、
大
き
な
教
関
明
、
こ
れ
が

活
用
さ
れ
る
。
後
述
の
「
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
宗
教
社
期
連
合
」
お
よ
び
「
フ
ラ
ン
ス
中
央
長
老
会
ユ
ダ
ヤ
教
団
連
合
」
も
そ
の
例
で

あ
る
。な

お
、
政
教
分
離
法
は
、
宗
教
社
団
に
つ
い
て
の
各
教
団
の
組
織
へ
の
適
合
性
に
配
患
を
示
す
。
そ
の
こ
と
は
、
宗
教
社
毘
そ
「
そ

れ
が
行
お
う
と
す
る
宗
教
の
一
般
組
織
の
規
制
別
に
詫
い
、
適
法
に
結
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
規
定
(
時
間
条
)
に
表
さ
れ



る
。
こ
の
規
定
は
、
政
教
分
離
前
に
公
認
宗
教
の
公
法
人
が
所
有
し
た
宗
教
財
産
の
帰
属
先
の
決
定
お
よ
び
公
有
礼
拝
用
建
物
の
使
用

権
者
の
決
定
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
例
え
ば
、
宗
教
社
団
の
結
成
禁
止
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

決
定
に
反
し
、
あ
る
市
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
ら
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
社
間
を
設
立
し
、
し
か
も
こ
れ
に
対
し
そ
の
市
が
市
有

の
教
会
堂
の
無
償
使
用
を
許
し
た
が
、
司
教
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
主
任
司
祭
が
そ
の
教
会
堂
の
自
ら
へ
の
引
き
護
し
を
求
め
た
と
い
う

タ
イ
プ
の
事
件
に
お
い
て
、
政
教
分
離
法
四
条
等
を
理
由
と
し
て
主
袋
一
一
内
祭
の
請
求
を
認
め
る
の
が
、
判
例
で
あ
る
。
ご
九
二
一
年

{6) 

一
一
一
月
五
日
破
敷
設
判
決
)
c

こ
の
よ
う
に
、
判
倒
的
は
教
聞
の
方
針
に
徒
わ
な
い
宗
教
社
団
を
否
認
す
る
姿
勢
を
示
す
が
、
こ
こ
に
教

留
の
自
律
性
を
尊
重
す
る
判
例
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
教
会
分
裂
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
も
問

(8) 

様
の
判
例
が
あ
る
。

伝
統
的
宗
教
の
お
教
団
に
お
け
る
宗
教
社
聞
の
組
織
運
営
の
自
律
的
幾
制

-81 

フランスにおける宗教E番号本il)自律性(小泉)

(1) 

各
教
屈
に
お
け
る
宗
教
社
自
の
定
款
ひ
な
形

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
缶
統
的
宗
教
の
教
団
は
、
法
令
の
範
囲
で
、
各
々
の
宗
教
社
団
の
組
織
、
理
営
を
自
律
的
に
定
め
て
い
る
。
そ

の
状
況
は
、
谷
教
認
の
最
高
機
関
が
ゆ
er--
ゐ
教
団
に
反
す
る
各
宗
教
社
自
の
た
め
に
告
主
的
に
定
め
た
宗
教
社
聞
の
定
款
ひ
な
形

若
々
宮
〉
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
各
教
聞
は
、
そ
の
被
逗
括
団
体
の
定
款
ひ
な
形
へ
の
適
合
性
を
審
査
し
、

そ
の
定
款
ひ
な
形
令
受
け
入
れ
な
い
間
体
の
教
団
へ
の
加
盟
会
認
め
な
い
。
こ
の
た
め
、
各
地
の
宗
教
築
関
は
、
前
述
の
よ
う
に
法
人

格
そ
取
得
す
る
こ
と
自
体
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、
各
教
団
の
全
間
的
組
織
に
加
盟
す
る
こ
と
に
苦
労
す
る
と
い
う
。
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(2) 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
政
教
分
離
法
制
定
に
強
く
反
発
し
、
政
教
分
離
法
が
定
め
た
宗
教
社
出
の
結
成
も
拒
一
合
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

九一一

0
年
代
に
な
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
間
体
問
盟
会
解
決
に
向
け
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
府
と
の
交
渉
が
詰
ま
り
、
そ
こ
か
ら

新
し
い
社
自
の
定
款
ひ
な
形
案
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
定
款
ひ
な
形
案
に
つ
い
て
の
政
教
分
離
法
〈
前
述
の
限
条
を
含
む
)
お
よ
び
結
社

法
と
の
適
合
性
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
る
検
討
を
経
て
、
政
府
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
当
局
が
奇
教
ほ
ご
と
に
「
司
教
区

(
9〉

社
団
」
(
知
的
的
令
官
E
C
H
M
ハ

moobg白
色
を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
司
教
区
社
聞
は
基
本
的

に
宗
教
社
詣
で
あ
る
が
、
そ
の
設
立
経
緯
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
司
教
…
民
社
毘
の
組
織
等
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
特
性
に
合
致
す
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
分
、
司
教
区
社
毘
は
他
の
宗
教
社
団
と
は
少
し
異
な
る
点
が
あ
る
。
司
教
区
社
団
の
定
款
ひ
な
形
は
、

〈

M
W〉

一
一
一
カ
条
か
ら
な
る
。

フ

82-

ラ
ン
ス
の
奇
教
閉
が
制
定
し
、

の
承
認
会
得
た
も
の
で
あ
り
、

司
教
託
社
盟
の
定
款
ひ
な
形
に
は
、
司
教
区
社
団
の
目
的
、
組
織
お
よ
、
び
運
営
の
独
自
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
目
的

奇
数
佳
社
団
の
開
制
約
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
経
費
お
よ
び
維
持
に
必
要
な
も
の
を
供
す
る
」
こ
と

i
l
i
具
体
的
に

は
、
礼
拝
用
建
物
等
の
取
得
・
管
想
、
聖
職
務
お
よ
び
教
会
俗
人
職
員
へ
の
給
与
の
支
払
い
等

i
iー
に
限
定
さ
れ
る

(
定
款
ひ
な
形

ニ
条
)
。
政
教
分
離
法
の
規
定
と
は
異
な
り
〈
政
教
分
離
法
一
ん
条
参
昭
二
、
定
款
ひ
な
形
で
は
礼
拝
執
行
に
関
す
る
事
壌
が
苛
教
…
版
社

留
の
目
的
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
ぞ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
礼
拝
執
行
に
関
わ
る
こ
と
を
す
べ
て
純
粋
な
教
会
上
の
組
織
の
み
に
委

ね
た
た
め
で
あ
る
。

φ
組
織

司
教
区
社
関
の
定
款
ひ
な
形
が
そ
の
会
員
お
よ
び
社
関
の
機
関
〈
総
会
と
理
築
会
)
を
定
め
る
。
司
教
区
社
関
は
、
司
教

お
よ
び

2
0名
以
上
の
正
会
員
で
あ
る
。
一
同
教
は
当
然
に
総
会
議
長
と
な
り
大
き
な
特
権
を
有
す
る
。
正
会
員
は
司
教
の
推
薦
、
理
事

会
の
承
認
に
碁
づ
き
、
総
会
で
選
出
さ
れ
る
た
だ
し
一
一
月
教
総
代
理
、
司
教
座
参
事
会
翼
は
当
然
に
正
会
闘
で
あ
る
〈
定
款
ひ
な
形
五
条
、



七
条
)
。

命
運
営

定
款
ひ
な
形
は
運
営
を
比
較
的
詳
細
に
定
め
る
。

の
権
限
は
、
可
教
の
求
め
に
応
じ
て
意
見
を
出
す
こ
と
を
徐
け
ば

(
間
六
条
)
、
決
算
書
の
承
認
(
荷
一
一

O
条
)
な
ら
び
に
定
款
の
改
正
(
間
二
一
条
〉
の
み
で
あ
る
。
理
事
会
は
、
理
事
長
で
あ
る
可
教
な

ら
ぴ
に
潟
教
総
代
理
、
司
教
鹿
参
事
会
員
お
よ
び
総
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
他
の
一
一
名
の
正
会
員
(
任
期
六
年
)
で
構
成
さ
れ
る

同

G
条
)
。
他
の
宗
教
社
聞
と
は
異
な
り
司
教
民
社
団
の
理
事
会
は
財
産
管
理
の
完
全
な
権
限
を
有
す
る
。
だ
が
、

に
隠
し
て

は
、
法
的
規
制
に
は
な
い
厳
格
な
規
制
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
事
会
が
社
団
外
か
ら
会
計
士
合
選
怪
し
、
そ
の
者
が
決
算
お
よ

ぴ
財
務
状
、
況
の
適
正
さ
に
つ
い
て
の
報
告
審
を
理
事
会
に
聾
出
し
、
ぞ
れ

き
理
事
会
が
決
算
書
を
定
め
、
総
会
に
報
告
書
を
提

出
す
る
の
で
あ
る
(
同
二
合
条
)
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
司
教
毘
社
開
設
立
の
経
緯
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
司
教
一
版
社
聞
は
宗
教
社
窪
の
例
外
的
な
形
態
で
あ
る
。
政

83 

教
分
離
法
が
予
想
す
る
宗
教
社
聞
の
典
型
を
一
ぶ
す
の
は
、
政
教
分
離
法
制
定
の
競
走
ど
お
り
同
法
制
定
後
一
年
内
に
宗
教
社
説
を
設
立

プランスにおける主義教間体のEl律性(ふ幾)

し
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
社
毘
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(3) 

改
革
教
会

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
最
大
教
派
は

〈

uw

フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
」
(
出
札
抗
措
司
2
2
S
Z
母

HJmgg)
で
あ
る
。
改

率
教
会
に
お
い
て
は
、
各
教
会
単
位
で
宗
教
社
団
が
設
立
さ
れ
、
各
宗
教
社
団
が
宗
教
社
罰
の
連
合
体
で
あ
る
「
フ
ラ
ン
ス
義
被
教
会

宗
教
社
団
会
関
連
合
」

(
S
5ロ
g
t
c
Eぽ
宏
司
思
惑
の
ル
m
w
H
5
Z
8
1
5口
器
内
山
部
]
吋
聞
な
い
窓
『
炉
内

2HMM宮
門
阿
部

m，
H
g
g〉
〈
以
下

関
連
合
い
と
い

に
加
盟
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
加
盟
に
は
次
の
要
件
を
充
足
し
た
上
で
、
「
全
国
教
会
会
議
」
の
承
認
を
得
る
必

擦
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
改
革
教
会
の
信
仰
笠
一
言
の

の
受
け
入
れ
、
改
革
教
会
の
宗
教
上
の
綾
高
機
関
で
あ

(
立
)

る
全
額
教
会
会
議

!
i
こ
れ
は
連
合
の
総
会
も
兼
ね
る
(
金
歯
連
合
規
約
四
条
〉

i
!
i
の
教
会
規
律
お
よ
び
決
定
を
遵
守
す
る
こ
と

全
隠
連
合
の
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の
誓
約
、
設
革
教
会
の
土
佐
機
関
に
よ
る
承
認
の
訴
に
定
款
ま
た
は
そ
の
改
正
を
終
庁
に
届
出
を
し
な
い
こ
と
の
審
約
な
ど
で
あ
る

五
カ
条
か
ら
な
る

「
フ
ラ
ン
ス
改
革
教

(
部
門
二
条
)
。
そ
し
て
、
ふ
点
強
教
会
会
議
が
決
定
し
た
教
会
規
律
に
従
い
、
間
会
議
評
議
会
が

{
刊

M〉

会
宗
教
社
部
」
の
定
款
ひ
な
形
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
ひ
な
形
は
フ
ラ
ン
ス
攻
革
教
会
が
す
べ
て
の
宗
教
社
担
に
モ
デ
ル
と
し
て

(
U
H
)
 

提
案
し
た
・
文
舎
と
さ
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
に
属
す
る
宗
教
社
団
は
次
の
定
款
ひ
な
形
に
従
、
つ
こ
と
が
事
実
上
義
務
づ
け
ら
れ

る
と
晃
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

定
款
ひ
な
形
で
は
、
宗
教
社
閣
の
目
的
、
活
動
広
域
、
最
低
会
員
数
等
は
政
教
分
離
法
の
規
定
ど
お
り
で
あ
る
が
、
組
織
・
運
営
に

つ
い
て
自
律
的
規
制
が
見
ら
れ
る
。

合
会
員

定
款
ひ
な
形
は
、
宗
教
社
毘
の
会
銭
を
教
会
の
会
員
〈
教
会
の
礼
持
出
席
者
)
と
を
灰
一
別
し
、
前
者
を
本
人
の
申
請
に
恭

づ
き
会
員
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
l
i
i
た
だ
し
長
老
会
は
こ
の
受
鍬
を
拒
苔
す
る
こ
と
が
で
き
る

l
i
i
に
限
定
す
る
。
こ
の
会
員
が

-84-

総
会
で
の
議
決
権
を
有
す
る
と
と
も
に
、
教
会
へ
の
財
政
的
負
粗
の
義
務
を
魚
、
つ
(
定
款
ひ
な
形
二
条
)
。
長
老
会
に
よ
る
会
員
名
簿

へ
の
登
銭
拒
否
お
よ
び
登
録
抹
消
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
は
故
車
教
会
内
で
の
処
理
手
続
き
が
定
め
ら
れ
る
(
再
三
条
〉
。

号
機
関

定
款
ひ
な
形
は
、
社
団
の
機
関
と
し
て
総
会
お
よ
び
長
老
会
〈

n
g窓
口
官

g
Z守
色
)
と
呼
ば
れ
る
役
員
会

(ncgEb

門
戸

FFgas『
)
を
定
め
る
。
定
款
ひ
な
形
は
、
総
会
の
招
集
、
事
務
局
、
議
決
方
法
等
を
定
め
る
(
間
一

O
条
)
。
総
会
は
少
な
く
と
も

年
二
回
開
く
こ
と
(
再
条

事
て
さ
ら
に
総
会
が
選
出
す
る
総
会
の
議
長
等
の
事
務
局
が
長
老
会
の
執
行
部
と
向
じ
で
あ
り
う
る
こ

と
、
換
一
一
目
す
れ
ば
総
会
が
長
老
会
の
議
長
と
は
異
な
る
議
長
等
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
(
開
条

項
)
。
総

の
議
事
録
集
は
長
者
会
が
作
成
し
次
の
総
会
の
承
認
に
よ
り
議
事
録
と
な
る
(
同
条
七
項
)
。

③
運
営

総
会
は
前
年
震
の
財
産
管
理
お
よ
び
財
産
処
分
の
添
認
、
次
年
境
予
算
の
議
決
(
問
問
条
三
項
〉
、
全
国
連
合
か
ら
の
社
聞
の

離
競
決
定
(
同
一

一
条
)
な
ら
び
に
定
款
改
正
の
議
決
(
同
一
鴎
条
)
等
を
行
う
。
長
老
会
は
、
総
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
た

(そ



の
数
は
総
会
が
定
め
る
〉
お
よ
び
牧
幅
削
か
ら
搬
構
成
さ
れ
る

G

総
会
選
出
長
老
の
任
期
は
六
年
で
あ
っ
て
、
一
一

}
と
に
半
数
改
選
さ
れ

る
。
長
老
会
が
議
長

l
i
i
こ
の
議
長
が
宗
教
社
関
の
法
律
上
の
代
表
者
で
あ
る

i
l
¥
磁
議
長
、
会
計
お
よ
び
欝
誌
か
ら
携
成
さ
れ

(
お
}

る
執
行
部
(
笹
期
忘
年
)
を
選
出
す
る
〈
間
四
条
ー
し
た
が
っ
て
、
牧
師
が
議
長
等
に
な
る
こ
と
は
定
款
上
可
能
で
あ
り
、

も
そ
の
棋
は
少
な
く
な
い
。
長
老
会
が
社
団
事
務
の
管
織
問
機
、

一
者
に
対
す
る
代
表
権
を
広
範
に
持
つ
が
、
不
動
産
の
取
得
、
処
分

等
に
つ
い
て
は
総
会
の
議
決
お
よ
び
設
草
教
会
内
の
上
位
組
織
の
事
前
本
誌
が
必
要
と
な
る
(
六
条
)
。

告
会
臨
連
合
と
の
関
係

議
款
ひ
な
形
は
宗
教
社
団
と
全
国
連
合
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
-
…
波
及
す
る
α

定
款
ひ
な
形
は
、
長
者
会
ま

た
は
会
員
随
分
の
一
の
提
案
に
基
づ
く
総
会
の
決
定
に
よ
り
、
社
関
は
全
阿
部
連
合
を
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

。

こ
の
よ
う
に
谷
社
団
の
離
脱
権
が
認
め
る
が
、
定
款
の
改
正
に
隠
し
て
は
、
全
密
連
合
な
ど
改
革
教
会
の
上
位
機
関
に
よ
る
各
社
団
に

対
す
る
統
制
が
強
い
。
と
い
う
の
は
、
長
老
会
が
改
正
案
を
総
会
に
提
出
す
る
前
に
、
長
者
会
は
改
正
案
に
つ
き
改
市
教
会
の
上
位
機

85-

関
の
承
認
を
要
す
る
と
と
も
に
、
全
国
連
合
が
定
款
ひ
な
形
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
ぞ
れ
に
従
い
善
社
聞
は
定
款
改
正
を
し
な
け
れ

フランスにおけるぶ教団体の自律管室{小泉}

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
(
同
一
四
条
コ

(4) 

ユ
ダ
ヤ
教

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
多
数
派
の
ユ
ダ
ヤ
教
団
は

フ
ラ
ン
ス
中
央
長
選
会
ユ
ダ
ヤ
教
回
連
合
」
(
の

S
伯
仲
弘
三

2
3
5
5
-

門
戸
時
制

434

吋
凶
器
場
口
三
c
m
仏
訟
の
。
8
5
5
m
w什
す
い

3
4
8
〉
(
以
下
「
中
央
長
送
会
」
と
い

で
あ
る
。
中
央
長
送
会
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
各
宗
教
社
関

一
部
の
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
お
よ
び
一
部
の
保
守
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
除
冬
、
ほ
と
ん
ど
の
ユ
ダ
ヤ
教
宗

(
ぱ
山
}

教
団
体
が
中
央
長
者
会
に
所
属
す
る
。
中
央
長
老
会
に
お
い
て
も
、
そ
の
破
事
会
が
ゑ
認
し
た
宗
教
社
関
の
定
款
ひ
な
形
が
あ
る
。
と

を
也
話
す
る
連
合
体
で
あ
る
。

く
に
中
央
長
老
会
の
定
款
は
、
新
し
い
ユ
ダ
ヤ
教
関
が
中
央
長
友
会
に
加
援
を
申
請
す
る
場
合
、
そ
の
教
揺
が
当
然
の
こ
と
と
し

款
ひ
な
形
を
採
摘
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
(
中
央
長
老
会
規
約
一
条
コ
中
央
百
訳
者
会
の
定
款
ひ
な
影
は
五
九
カ
条
か
ら
な
り
、
そ
こ
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に
は
予
算
項
目
に
つ
い
て
の
定
め
も
含
ま
れ
る
な
ど
、
そ
の
定
款
ひ
な
形
は
詳
細
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
社
障
の
日
的
は
政
教
分
離
法

の
定
め
ど
お
り
で
あ
る
(
定
款
ひ
な
形

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
組
織
お
よ
び
通
営
に
期
間
し
特
徴
的
な
い
く
つ
か
の
点
の
み
を
見

る
こ
と
に
す
る
。

φ
会
員

宗
教
社
団
の
会
員
に
は
う
ピ

(
ユ
ダ
ヤ
教
教
師
)
で
あ
る
名
誉
会
員
お
よ
び
俗
人
で
あ
る
正
会
員
等
が
あ
る
。
正
会
員
資

格
に
関
す
る
紛
争
処
護
手
続
き
も
{
た
め
ら
れ
る
〈
同
七
条
づ
正
会
員
は
会
費
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
〈
間
八
条
三
会
員
は
会
員
名
簿

に
登
録
さ
れ
、
そ
の
者
は
総
会
の
議
席
を
持
つ
〈
同
一
四
条
)
。

mw捻
会

総
会
は
、
社
盟
の
連
営
お
よ
び
財
政
状
況
に
つ
い
て
理
事
会
の
報
告
を
開
き
、
前
年
度
の
決
算
を
承
認
し
、
予
算
を
議
決

し
、
理
事
会
が
提
案
す
る
行
為
を
許
可
す
る
(
岡
田
二
条
)
。
ま
た
、
総
会
は
、
定
款
の
改
正
お
よ
び
社
関
の
解
散
を
決
定
す
る
権
限

も
有
す
る
〈
同
国
一
一
…
条
)
。
総
会
議
事
録
が
作
成
さ
れ
、
会
員
に
配
布
さ
れ
る
(
同
時
四
条
)
。
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③
理
務
会

理
事
A
M
A
h

は
、
会
長
か
ら
選
出
さ
れ
た
所
定
の
数
の
俗
人
お
よ
び
ラ
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
〈
問
一
八
条
コ

明
狙
撃
会
は
、

宗
教
社
団
の
管
現
お
よ
び
議
営
に
関
す
る
広
汎
な
権
賠
償
を
持
つ
が
、
不
動
産
取
得
の
よ
う
な
社
閣
の
将
米
に
重
大
に
関
わ
る
行
為
に
つ

い
て
は
総
会
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
同

。
理
率
会
議
事
録
が
作
成
怒
れ
、
理
事
会
会
員
に
配
布
さ
れ
る

持

二
条
)
。

mw中
央
長
老
会
と
の
関
係

こ
れ
に
関
す
る
定
め
は
詳
細
で
あ
る
。
期
間
察
会
は
、
社
聞
の
定
款
お
よ
び
内
規
、
理
事
会
の
議
事
録
、

予
算
案
等
合
中
央
長
老
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
両
五
三
条
)
0

・
中
央
長
老
会
は
書
類
受
理
か
ら

。
日
以
内
に
宗
教
社
出

に
再
議
会
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
晃
一
点
泊
条
)
。
中
央
宮
沢
老
会
と
宗
教
社
屈
と
の
紛
議
は
中
央
長
老
会
総
会
に
付
託
さ
れ
る

〈
山
内
五

五
条
)
。
宗
教
社
間
に
よ
る
札
拝
用
の
不
動
産
の
処
分
は
中
央
長
老
会
の
ゑ
認
を
要
す
る
(
情
況
五
条
E
1
0
宗
教
社
鵠
mw
定
款
は
中

央
長
者
会
の
定
款
お
よ
び
法
律
に
反
す
る
規
定
令
合
ん
で
は
な
ら
な
い
(
持
五
九
条
)
。
定
款
実
施
の
た
め
の
内
規
は
理
事
会
に
よ
り



制
判
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
総
会
お
よ
び
中
央
長
老
会
の
一
本
訟
も
必
繋
で
あ
る
(
同
五
八
条
)
。
ま
た
、
ラ
ピ
の
任
命
は
、

フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
最
高
権
威
者
で
あ
る
大
ラ
ピ
の
推
薦
お
よ
び
宗
教
社
聞
の
大
ラ
ピ
へ
の
中
務
に
碁
づ
き
、
中
央
長
者
会
が
そ
れ
を

正
式
決
定
す
る
(
同
四
五
条
〉
。

四

宗
教
社
菌
に
対
す
る
法
的
規
制
と
自
律
的
規
制

(1) 

宗
教
団
体
に
お
け
る
公
益
社
間
な
み
の
自
律
的
規
制

前
節
〈
一
二
)
で
述
べ
た
こ
と
は
、
伝
統
的
京
教
の
教
関
に
限
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
宗
教
間
体
の
な
か
で
も
世
俗
上
の
運
営
部
門
で

あ
る
宗
教
社
間
の
連
合
体
に
お
け
る
自
律
的
規
制
に
限
ら
れ
る
。
だ
が
、
以
上
の
記
述
か
ら
も
、
も
と
も
と
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
自
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律
性
に
適
合
す
る
よ
う
に
作
り
出
さ
れ
た
沼
教
民
社
自
を
射
と
し
て
も
、
改
憲
教
会
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
の
全
国
組
織
が
、
そ
の
所
属
の

フランスにおける宗教間体t1)自律俊{小泉)

宗
教
社
団
に
対
し
、
法
的
競
制
の
滋
守
を
仰
は
す
と
と
も
に
、
法
的
規
制
の
珪
ば
な
い
領
域
に
お
い
て
、
ま
た
法
的
規
制
の
限
変
を
超
え

て
、
自
律
的
規
舗
を
有
っ
て
い
る
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
も
、
宗
教
時
体
の
法
人
格
取
得
に
限
れ
ば
法
的
競
艇
が
わ
ず
か
で
あ

る
の
に
対
し
、
教
臨
に
お
け
る
自
律
的
規
制
は
教
団
加
盟
の
宗
教
社
関
に
対
す
る
か
な
り
詳
細
か
っ
強
力
な
統
制
と
な
っ
て
い
る
。
ま

(
叩
叩
〉

た
、
こ
の
よ
う
な
自
律
的
規
制
は
、
少
な
く
と
も
教
関
へ
の
加
盟
を
翠
む
各
地
の
宗
教
集
団
に
と
っ
て
、
実
効
的
な
規
制
約
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
宗
教
社
窃
の
制
度
に
お
い
て
、
他
律
的
な
法
的
援
制
と
教
自
内
の
自
律
的
規
制
が
併
存
す
る
状
況
が
あ
る
と
一
言

、えよ、っ。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
団
体
の
自
律
的
規
制
を
さ
ら
に
分
析
す
る
と
、
そ
の
自
律
的
規
制
は
公
益
社
留
に
お
い
て
必
要
と
さ

れ
る
程
度
の
組
織
・
運
営
を
自
ら
進
ん
で
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
定
款
ひ
な
形
の
作
成
者
が
、
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(お〉

「
公
益
性
本
認
を
自
・
請
す
る
非
常
利
社
団
に
議
案
さ
れ
る
定
款
モ
デ
ル
」
を
参
照
し
た
設
を
明
議
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
、
ず
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
公
益
社
開
法
人
の
制
度
に
少
し
触
れ
る
必
繋
が
あ
る
。
非
常

利
社
間
が
公
益
社
出
と
な
る
に
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
'
…
ア
タ
の
識
を
経
た
デ
ク
レ
(
内
掲
の
決
定
に
相
当
す
る
)
に
よ
り
公
益
性
を
承
認

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
孫
性
承
認
申
請
に
お
い
て
は
社
聞
の
定
款
に
つ
い
て
の
法
令
に
よ
る
規
制
が
あ
る
が
、
こ
の
規
制
を
考

慮
し
つ
つ
内
務
省
が
公
設
性
を
申
請
す
る
社
関
の
定
款
ひ
な
形
案
を
作
成
し
、
そ
れ
に
つ
き
コ
ン
セ
イ
子
デ
タ
の
承
認
を
得
ら
れ
た

も
の
を
公
表
し
た
も
の
が
、
非
常
利
社
団
が
公
議
性
承
認
を
申
請
す
る
た
め
の
定
義
モ
デ
ル
で
あ
る

G

こ
の
定
款
モ
デ
ル
は
、
行
政
庁

に
と
っ
て
は
社
聞
の
公
益
性
の
承
認
に
関
す
る
裁
量
蒸
業
で
あ
り
、
公
誕
社
践
に
な
ろ
う
と
す
る
社
閣
に
と
っ
て
は
実
際
上
こ
れ
に
従

う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

設
務
教
会
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
社
関
の
定
款
ひ
な
形
と
合
括
性
承
認
申
請
の
た
め
の
定
款
モ
デ
ル
と
を
比
較
す
れ
培
、
確
か
に
、

88-

類
似
す
る
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
総
会
が
前
年
度
決
算
を
承
認
し
、
次
年
度
予
算
を
議
決
す
る
点

デ
ル
八
条
)
、
不
動
産
の

得
喪
に
つ
い
て
も
総
会
の
本
認
を
要
す
る
と
す
る
点
(
問

一
条
て
と
く
に
改
掌
教
会
で
見
ら
れ
た
、
総
会
の
議
長
が
理
事
会
の

長
と
異
な
れ
リ
う
る
点
(
間
入
条
四
項
)
は
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
益
性
泳
認
申
錯
の
た
め
の
定
款
モ
デ
ル
で
は
行
政
庁
に
よ
る
統

制
刷
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
宗
教
社
出
の
定
款
ひ
な
形
で
は
教
聞
に
よ
る
統
制
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
も
み
ら

嘗
し
、
J
O

-才ザ
4

定
款
実
施
の
た
め
の
内
規
は
、
公
益
性
承
認
申
請
の
た
め
の
定
款
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
内
務
大
陸
の
承
認
を
要
す
る
の
で
あ

る
が
(
同
二
一
一
一
条
て
中
炎
長
考
会
の
定
款
ひ
な
形
で
は
中
央
長
老
会
の
承
認
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
う
見
る
と
、
教
問
に
お
け
る
宗
教
社
聞
の
自
律
的
幾
制
は
、
伝
続
的
宗
教
の
教
岡
山
が
公
益
社
罷
並
の
組
織
お
よ
び
運
営
を
受
け
入

れ
る
と
と
も
に
、
公
益
社
関
に
亙
ぶ
会
的
規
制
に
代
わ
っ
て
自
ら
が
そ
の
下
に
あ
る
宗
教
社
団
に
対
し
厳
し
い
統
制
を
行
っ
て
い
る
こ

と
を
一
不
す
も
の
だ
と
替
え
そ
う
で
あ
る
。



(2) 

宗
教
語
体
の
自
律
が
行
政
に
与
え
る
影
響

以
上
に
見
た
宗
教
団
体
の
自
律
の
状
況
は
宗
務
行
政
の
実
務
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
窓
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
行
政
庁
が
、

教
社
団
に
対
し
公
論
社
聞
に
棺
当
す
る
法
徐
上
の
龍
力
お
よ
び
税
制
上
の
優
遇
を
付
与
す
る
た
め
の
審
資
の
擦
に
は
、
行
政
庁
は
間
体

が
詰
統
的
宗
教
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
を
審
査
す
る
と
と
も
に
、
セ
ク
ト
の
京
教
社
団
に
比
べ
、
法
統
的
宗
教
の
宗
教
社
関
に
つ
い

で
は
緩
や
か
な
姿
勢
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
績
向
を
示
す
文
書
と
し
て
、

{れ〉

九
八
八
年
の
内
務
大
胆
通
速
が
あ
る
。

九
八
二
年
と

九
八.

一
年
七
月
二
七
日
に
知
事
に
出
さ
れ
た
内
務
大
授
の
通
達
は
宗
教
社
関
へ
の
遺
婚
、
婚
与
の
認
可
に
関
す
る
過
渡
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な

節
が
あ
る
。
「
信
統
的
宗
教
の
団
体
(
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
区
社
閥
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
東
方
ま

教
会
ま
た
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
社
関
〉
が
申
請
し
た
認
可
を
無
用
な
形
式
主
義
に
な
ら
ず
迅
速
に
与
え
る
傾
向
の
あ
る
従
来
か
ら
の

実
務
会
変
更
す
る
に
お
よ
ば
な
い
が
、
:
:
:
〔
致
教
分
離
法
に
従
い
〕
宗
教
社
団
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、
い
か
な
る
続
点
で
あ
る
か

フランスにおける絞殺f:Il俸の自律t't(小泉)

会
開
わ
ず
異
例
の
性
格
令
示
す
、
あ
る
同
体
が
申
請
し
た
認
可
を
与
え
る
前
に
は
、

の
決
算
議
官
)
の

(
と
く
に
過
去

精
査
を
貴
職
の
部
局
に
命
じ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
」
(
〉
は
原
文
ど
お
り
。

(
幻
)

日
の
内
務
大
臣
通
逮
は
、
宗
教
社
団
に
対
し
て
な
さ
れ
た
贈
与
に
つ
い
て
の
税
額
控
除
受
諾
め
る
知
事

一
九
八
八
年
二
一
月
二

の
認
可
に
関
す
る
通
漆
で
あ
る
。
こ
の

い
て
一
九
八

一
年
鴻
速
の
趣
旨
が
さ
ら
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
「
〔
政
教
分
離
法

の
規
定
〕
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
と
食
職
が
推
定
す
る
よ
う
な
剖
外
的
な
相
場
合
は
加
と
し
て
、
〔
政
教
分
離
法
の
規
定
ど
お
り

以
舟
に
設
立
さ
れ
た
宗
教
社
出
ま
た
は
〔
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
区
社
団

に
よ
り
出
申
請
さ
れ
た
認
可
は
、
無
用
な
手
続
き
・
を
経
ず
迅
速

に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
社
毘
に
つ
い
て
は
、
賞
職
の
決
定
め
前
に
、
以
下
の
諸
点
に
関
す
る
書
類
の

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。

89-

年



宗教依第181予(1999)

以
上
に
琵
た
、
伝
統
的
京
教
の
宗
教
社
留
に
対
す
る
行
政
庁
の
緩
や
か
な
姿
勢

i
i
l
伝
統
的
宗
教
と
比
較
対
象
と
な
る
の
は
セ
ク
ト

i
i
e
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
克
方
、
評
価
ま
た
は
批
判
が
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
お
い
て
、
も

(お〉

と
も
と
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
伝
統
的
宗
教
会
尊
重
一
す
る
傾
向
と
と
も
に
、
少
な
く
と
も
、
伝
統
的
宗
教
の
教
団
内
で

の
強
力
な
自
律
的
競
純
に
対
す
る
行
政
の
傍
頼
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
宗
教
語
体
に
お
け
る
自
律
と
他
律

に
倒
閣
寸
る
興
味
深
い
状
況
が
浮
か
び
上
が
る
。
す
な
わ
ち
他
律
で
あ
る
法
的
規
制
が
緩
や
か
で
あ
る
が
、
宗
教
団
体
の
自
律
が
強
力
で

あ
る
ゆ
え
に
、
行
政
は
そ
の
自
律
を
尊
重
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
る

i
lー
た
だ
し
、
そ
の
尊
重
点
は
宗
教
社
民
に
公
議
社
聞
に
相
当
す

る
法
律
上
の
総
力
を
付
与
す
る
た
め
の
審
査
の
際
に
、
行
政
が
間
体
を
深
く
審
殺
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
。

(
1〉
問
、
C
G
M
m
mぽ
吹
雪
い
『
O
F
F・0
E
3
2
2此
M
A
U
6
3
ぉ。
m
M
A
G
e
門戸。〈

E
w
t，
g
g
f
ι
司
令
匂
支
え
偽
札
、
。
公
言
、
昔
話
お
お
お
同
時
間
夕
日
ド
印
吋
持

(
2
)
F
H
m詰
A
g
m
同

N
Cげ
時
p
h
b
常
設
え
か

3
h
h
F句
空
寓
注
目
偽
る
お
宮
高
急
ω
内
定
~
料
品
川
夕
方
以
明

JgJ吋

4
Y
判
》
・

3・

〈

3
)
Z
2
3
F
〉

z
g
u
m
S
含
弘
司
会
グ
〉

E
n
o
u
b
E
E
き

M
W

仲
間
以
口
急
主
音
品

S
Fけ
を
は

wnHE--gユ
土
色
ぢ
芦
田

F
S町
、
言
言
語
器
怖
さ
目
白
吋
得
丸
さ
お
円
仰
向
、
お

ば
お
い
山
、
官

NmN

〈

4
)
M
N
c
g刈
ychua
円
札
H

・噌・
3
・

(
5〉
同
U

日
F
Z
}
d
M
E
E
M由コ-bnHNNON~史認
u
w
w
e
H

坦
コ
・
}
口
口
与
さ
品
。
E
F
M
L出
タ
ロ

o
g
Jす
話
。
玲
弘
仏
予
詳
細
に
つ
き
参
照
、
小
泉
洋
一
一
絞
教
分
裁
と
市
部
教
釣
出
国

--g
い
(
法
律
文
化
枚
、
一
九
九
人
〉
二
九
六

i
二
九
人
頁
。

(
S〉
宗
教
校
岡
山
の
制
度
に
つ
き
参
照
、
小
泉
「
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
間
同
体
制
度
の
臨
時
制
闘
い
宗
教
法

(7)
の
ま
m
n
M
F
印
ゑ
〈
コ
耳
目
明
何
回
・
~
凶
宮
リ
F

M
鳩山悼噂ゲ

-uU8ぜ
口
。
宮
〉
の
芝
山
伶
忽
2
qタ

〈

8
〉
参
間
然
、
小
泉
・
前
倒
注

(
5
)
二
九
一
!
こ
九
六
演
。

(5)
参
照
、
大
お
崎
県
内
懇
伐
と
液
晶
粗
削
制
度
同
{
有
斐
期
間
、
…
九
九
六
)
六
一
一
資
。

(
ぬ
)
公
刊
さ
れ
た
文
厳
守
河
教
区
役
僚
の
定
款
ひ
な
形
を
揖
掲
載
す
る
も
の
は
少
を
く
な
い

90-

七
口
令

九
九
九
)
七
二

l
じ
六
頁
。

例
え
ば
、
忽
・
明
J
2
B
E
r
s
g
p
b部
品
誌
記
念

E
円
余
内
判
定
円
安
-
門
〉
ゑ
器
内
wp
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同
市
甲
唱
曲
・

M
M
M
Y
M
H
{
γ
-
-
M
-

(
H
M
〉
h
u
ぉ
、
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
は
、
抽
出
の
教
派
お
よ
び
間
同
体
と
と
も
に
、
一
九
O
叩
年
の
結
社
法
に
基
づ
く
校
関
由
混
合
体
ぜ
あ
る
「
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
逮
後
」
(
同
叫
が
念
B
C
G口同

U
3雰
a
S
F
m
念
明
イ
警
の
め
)
を
結
成
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
逮
現
に
相
制
慾
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
の
ほ

か
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
大
数
派
で
あ
る
「
フ
ラ
ン
ス
総
資
ル

i
テ
ル
教
会
」
、
抽
出
の
諸
少
数
派
、
吋
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
i
ヌ
改
革
教
会
円
「
ア
ル
ザ

ス
，
ロ
レ

i
ヌ
改
革
教
会
」
「
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
!
ヌ
・
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
信
仰
教
会
い

l
i
i
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ

1
1
地
方
で
は
地
方
特
別
家
教
法
が
あ
る
た
め
、

こ
れ
ら
は
別
法
人
と
な
っ
て
い
る

l

|
お
よ
び
ブ
ロ
テ
ス
ヲ
ン
ト
主
義
を
察
機
と
し
て
校
会
活
動
等
を
行
う
諸
措
慢
の
券
営
利
投
開
凶
で
あ
る
c

(
ロ
〉
脇
陣
国
見
の
及
ぶ
問
問
均
こ
の
ふ
小
川
間
関
迎
会
規
約
を
楢
掲
載
し
た
文
献
は
な
い
。
察
審
は
、
フ
ラ
ン
ス
改
続
教
会
事
務
局
長
?
片
山
ク
・
リ
シ
ヤ
ロ
(
涼
吋

2

Eのy
h
w
H
C
C

再んか

ら
関
門
規
約
を
受
け
取
っ
た
。

{
刊
日
〉
「
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
家
教
社
密
」
の
定
款
ひ
な
端
的
は
、
そ
の
解
説
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
改
務
教
会
が
そ
の
関
係
者
向
け
に
発
行
す
る
次
の
雑
誌
に
阿
見
る
こ
と

が
ぜ
き
る
。

y》
wJ
豆一足凡
0
3
8
M
町内
w
m
H
Z
h
b
凡な
R
S
F
B岳
山
崎
浅
・
筆
者
は
こ
れ
も
ワ
シ
ヤ
ロ
事
務
局
緩
か
ら
入
手
し
た
。

〈日比
)

Q
芸
品
。

E
C司
O
口"の
0
2
E
g
g
S
《凶器

m
g
g
?
言々
mdhuhC1三
mHECロe
N
内q
Q
3
h
食料め
Q
N
沙
諸
羽
目
包
向
型
川
お
よ
Y

M

∞・

〈日
μ
)

旬。¢吋
o
p
o
h
u
R
F・

日

》

需

品

{
y

(
U
3
4
W点
火
授
老
会
の
仰
邪
教
弘
社
団
定
数
ひ
な
形
を
樹
博
殺
す
る
文
紙
も
な
い
よ
う
明
、
あ
る
。
祉
事
務
凶
見
、
中
央
臨
拭
4
4
会
事
務
局
後
レ
オ
ン
・
マ
ス
ワ
ア

(
E
2
7品
E
E〉
氏
か

ら
受
け
取
っ
た
定
款
ひ
な
形
を
参
照
し
た
。

(η立
)
紘
祭
琳
者
は
次
の
文
齢
紋
執
に
あ
る
山
や
叩
巾
央
穴
長
老
会
姻
規
胤
仏
約
料
一
条
を
#
参
緋
削
熊
聞
烈
…
し
た
c

〈のυ
。g
m哲
m件μき。2↑言「話。の詰。
m浮叶々吋
E岱と一
ζι念⑦可万吋芸熊きロ
2のg罪。少岨戸
C〕詰。
8口《品含凶営抱
m
の。詰き阿

(。リ。ま恥交勿徐内
C又九苫、喜憾

2
、辺迂例は円送内作司〕
3叫喧ミ吋咽よ桝唱〉
γ乙.μ阿以肌
e

な
お
、
象
者
は
こ
の
資
料
も
マ
ス
リ
ア
事
務
局
長
か
ら
受
け
取
っ
た
。

{
間
出
)
各
宗
教
社
間
闘
が
包
括
間
同
体
で
あ
る
宗
教
校
図
の
会
関
連
合
体
に
加
滋
す
る
創
刊
持
続
は
、
と
く
に
札
採
用
建
物
〈
教
会
堂
等
〉
な
ど
の
不
動
緩
め
取
得
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
c

そ
れ
は
、
各
宗
教
弘
祉
関
が
新
た
に
札
制
什
用
建
物
音
漆
設
、
改
築
す
る
場
合
に
お
け
る
宗
教
校
邸
の
金
関
渡
合
体
の
資
ふ
航
機
劾
を
受
け
得
る
と
い
う
こ
と

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
フ
う
ン
ス
で
は
、
波
数
分
離
階
級
制
定
説
に
建
設
さ
れ
た
慾
物
の
う
ち
滋
鍔
の
公
認
波
数
の
公
法
人
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
も
の
は
、
波
数
分
離
慨

淡
に
よ
持
、
山
泳
教
校
団
に
移
転
さ
れ
た
が
、
そ
の
移
転
を
受
け
た
あ
る
祭
教
社
岡
山
が
然
数
社
磁
の
全
国
逮
合
体
を
綴
脱
し
た
場
合
、
問
題
の
楽
教
荘
園
出
は
、
判
判
例

に
よ
れ
ば
、
礼
拝

m建
物
の
後
利
を
失
う
お
そ
れ
が
ふ
め
る
(
数
数
分
離
法
八
条
参
照
)
。
ま
た
、
小
泉
・
州
別
措
均
注

(
S
〉
一
一
九
一
一
1
1
二
九
六
頁
も
参
照
a

(
設
こ
の
定
紋
モ
デ
ル
は
多
く
の
文
献
に
崎
時
議
さ
れ
て
い
る
。
割
問
、
ぇ

q
k
t
g窓
口
2
F
可
2
Z話
回
二
審
含

L
2
5及
。
訟
の
富
一
号
一
俗
宗
吉
豆
ぶ
若
宮
三
宮
界

-91 
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